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第 386 回

居宅介護サービス業などを営む会社で所
長に就いていたＸは、訪問介護ヘルパーな
どの管理業務のほか、自らも訪問介護業務
等を行っていた。
ある日の朝、居宅介護サービスの利用者
を車椅子に乗せながら介護タクシー運転手
と2人で階段を引き上げていたＸは、その
途中で意識を失い、医療機関へ救急搬送さ
れたが数日後に死亡した。

Ｘの遺族Ｙは、Ｘの死亡は業務上の事由
によるものであるとして労災保険の各種給
付を管轄の労働基準監督署に請求したが、
不支給の処分がされた。これを不服とした
Ｙは処分の取消しを求めて労災保険審査官
に審査請求をしたが、これを棄却されてし
まったため、さらに労働保険審査会に対し
て再審査請求。労働保険審査会は最終的に
Ｘの心不全発症を業務外と判断し、Ｙの再
審査請求は棄却された。

労働者に発症した心筋梗塞などの「心疾
患」を労災認定するに当たっては、厚生労
働省が定めた「⾎管病変等を著しく増悪さ
せる業務による脳⾎管疾患及び虚⾎性⼼疾
患等の認定基準」（以下、「認定基準」）
が用いられる。この認定基準の基本的な考
え方は、脳内出血や心筋梗塞といった脳・
心臓疾患はその発症の基礎となる血管病変
などが、長い年月をかけて徐々に悪化して
いく自然経過をたどった末に発症するとい
うものである。
しかしながら業務による明らかな過重負
荷が加わることによって、血管病変などが
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その自然経過を超えて著しく増悪し脳・心
臓疾患が発症する場合があり、そのような
経過をたどり発症した脳・心臓疾患は業務
に起因する疾病として取り扱うこととして
いる。
認定基準では対象となる疾病をあらかじ
め定め、これに該当しない脳・心臓疾患に
はこの認定基準が用いられない。本件でＸ
が死亡するに至った心不全は、対象疾病の
一つである「重篤な心不全」に当たるため、
その発症に係る業務起因性の判断には認定
基準が用いられることとなる。
労災認定に当たっては①長期間の過重業
務②短期間の過重業務③異常な出来事の3
つの要件が設けられており、これらのいず
れかの「業務による明らかな過重負荷」を
受けたことにより発症した脳・心臓疾患が
業務に起因する疾病として扱われる。
本件でＸが発症した心不全が労災認定さ
れるか否かを判断するに当たり、労働保険
審査会は、まず③異常な出来事の有無を検
討した。Ｘが心不全を発症した当日の早朝、
前述した居宅介護サービスの利用者が自宅
で転倒して頭部を負傷したため、Ｘがそれ
に対応しなければならない事態が生じてい
た。Ｘは会社の訪問介護ヘルパーを通じて
連絡を受け、利用者の自宅に行き、救急車
に同乗して搬送先の医療機関に付き添い、
結果的に利用者は入院することなく帰宅す
ることになった。この帰宅において介護タ
クシー運転手と2人で階段を引き上げて
いた途中にＸが心不全を発症しているのだ
が、この一連の出来事が「異常な出来事」
に当たるというのがＹの主張である。
また車椅子に乗った利用者をＸと運転手
の2人で階段を引き上げるという行為その
ものが急激で著しい身体的負荷を強いられ
る事態に当たり、これも「異常な出来事」

であるとＹは主張した。
しかし、労働保険審査会はそのいずれも
否定し、「異常な出来事」には当たらない
と結論付けた。それに併せてＸが心不全を
発症する前6か月間の「長期間の過重業務」
と発症前1週間の「短期間の過重業務」に
ついても検討されたが、それぞれの期間に
おける時間外労働などの実態から、いずれ
についても否定された。
また業務以外の要因として、Ｘが心不全
を発症する直前の健康診断で心電図検査に
より冠状静脈洞調律の所見を指摘されたこ
とやＢＭＩが28.7 と肥満傾向にあったこ
と、一日20本の喫煙習慣なども判断材料
となった。
以上の内容を総合的に判断した結果、労
働保険審査会はＹが請求した労災保険の給
付を支給しないとした労基署の処分を妥当
とし、Ｙの再審査請求を棄却した。
業務の最中に脳出血や心筋梗塞などを発
症すると業務起因性を真っ先に疑いがちだ
が、すべてがそうとは限らない。脳・心臓
疾患の予防には定期的に健康診断を受け、
その結果を踏まえた生活習慣の見直しが最
も重要である。
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